
平
成
二
十
年
二
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

〇

一

号

二
〇
〇
一
年
の
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
並
び
に
歯
舞
群
島
・
色
丹
島
の
引
き
渡
し
と
国
後
島
・
択
捉
島
の
帰
属
問

題
を
並
行
し
て
交
渉
す
る
「
並
行
協
議
方
式
」
に
対
す
る
外
務
省
の
評
価
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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二
〇
〇
一
年
の
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
並
び
に
歯
舞
群
島
・
色
丹
島
の
引
き
渡
し
と
国
後
島
・
択
捉
島
の
帰
属
問

題
を
並
行
し
て
交
渉
す
る
「
並
行
協
議
方
式
」
に
対
す
る
外
務
省
の
評
価
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
五
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
田
中
�
紀
子
氏
が
二
〇
〇
一
年
に
外
務
大
臣
に
就
任
し
た
当
時
「
日
ロ
関
係
は
田
中
・
ブ
レ
ジ
ネ

フ
会
談
が
原
点
で
あ
る
」
旨
の
発
言
（
以
下
、
「
発
言
」
と
い
う
。
）
を
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
外
務
大
臣
が
在
任
中
に
御
指
摘
の
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
承
知

し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
田
中
外
務
大
臣
が
「
発
言
」
を
行
っ
た
の
は
、
外
務
省
職
員
に
よ

る
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
て
か
。
ま
た
は
田
中
外
務
大
臣
個
人
の
考
え
に
よ
る
も
の
か
。

二

「
発
言
」
に
対
す
る
外
務
省
の
評
価
如
何
。
「
発
言
」
は
北
方
領
土
交
渉
に
ど
の
様
な
影
響
を
与
え
た
と
外
務
省
は
認
識

し
て
い
る
か
。

三

昨
年
十
二
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
、
ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
の
森
喜
朗
元
首
相
と
ロ
シ
ア
の
プ
ー
チ
ン

大
統
領
と
の
会
談
（
以
下
、
「
会
談
」
と
い
う
。
）
で
、
北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
森
元
首
相
か
ら
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
声
明
を

基
礎
に
交
渉
を
行
う
こ
と
を
呼
び
か
け
、
歯
舞
群
島
・
色
丹
島
の
引
き
渡
し
と
国
後
島
・
択
捉
島
の
帰
属
問
題
を
並
行
し
て

一



交
渉
す
る
並
行
協
議
方
式
（
以
下
、
「
並
行
協
議
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
か
。

四

「
会
談
」
に
同
席
し
た
外
務
省
職
員
の
官
職
氏
名
を
全
て
挙
げ
ら
れ
た
い
。

五

二
〇
〇
八
年
一
月
二
十
四
日
付
朝
日
新
聞
七
面
と
同
日
付
北
海
道
新
聞
七
面
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
北
方
領
土
交
渉
案

『
並

行
』
は
非
公
式

ロ
シ
ア
外
相
」
、
「
森
氏
の
領
土
問
題
発
言
で
ロ
外
相

日
本
の
正
式
提
案
注
視
」
と
の
見
出
し
で
、

「
会
談
」
に
お
い
て
森
元
首
相
か
ら
「
並
行
協
議
」
の
提
案
（
以
下
、
「
提
案
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
て

ラ
ブ
ロ
フ
外
相
が
記
者
会
見
の
場
で
「
私
は
公
式
の
交
渉
ル
ー
ト
に
し
か
責
任
を
負
え
な
い
」
と
、
森
元
首
相
か
ら
の
「
並

行
協
議
」
の
提
案
が
日
本
政
府
の
公
式
な
も
の
で
は
な
い
と
の
旨
述
べ
た
と
報
じ
て
い
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
外

務
省
は
右
の
記
事
の
内
容
を
承
知
し
て
い
る
か
。

六

外
務
省
は
、
五
の
記
事
の
様
に
、
「
会
談
」
に
お
い
て
「
提
案
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
ラ
ブ
ロ
フ
外
相
が
五
の
様
な

発
言
を
し
た
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
外
務
省
は
五
の
記
事
が
真
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
と
い

う
こ
と
か
。

七

外
務
省
が
「
提
案
」
は
な
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
の
は
、
森
元
首
相
並
び
に
四
の
外
務
省
職
員
に
確
認
し
た
上
で
の
こ
と

か
。

二



八

外
務
省
は
「
前
回
答
弁
書
」
で
「
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と

の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
」
と
、
北
方
領
土
交
渉
に
臨
む
我
が
国
の
ス
タ
ン
ス
を
述
べ
て
い
る
。
「
並
行
協
議
」
は
、

ま
さ
に
右
の
政
府
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


